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1. はじめに 

1.1 研究の背景と目的 

 社会教育法，博物館法により，公立美術館の

教育普及活動は義務づけられている。近年，市

民のニーズの多様化に応えるように，教育普及

活動も多様化する中，教育普及活動諸室への対

応も充実させる必要がある。更に，利用者にと

って公共美術館がよりオープンに存在すること

は好ましいと考える。 
 そこで本稿では，教育普及活動諸室を中心に 
施設をオープンとする際の知見を得ることを目

的とする。  
1.2 研究の対象 
 本研究では，「全国美術ガイド」2006年版注1）

に掲載されている東京都内の公立美術館 24 事
例と2007年に開館した１事例を含めた25事例
を対象とする。本稿では，現地調査が終了して

いる10事例について報告する。表１において，
その概要を示す。 
1.3 研究の方法 

 調査方法は，各美術館の平面図から教育普及

活動諸室を抽出し，設置状況を把握する。また，

ヒアリング調査から，教育普及活動に使われて

いる室での行為と利用実態を把握する。これよ

り，施設の利用向上につながる計画的要因につ

いて明らかにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 教育普及活動諸室の定義・分類 

 博物館法で提言されている講演会，講習会，

映写会，研究会等の教育普及活動を行うスペー

スを教育普及活動諸室とする。 

 平面図に示された室名称から，教育普及活動

諸室を抽出し，分類する。これより，美術館内

では①ロビー，②講堂，③講義室，④創作室，

⑤ギャラリー，⑥美術図書室，⑦公開制作室の

7種類の教育普及活動諸室が抽出できる。 
3. 教育普及活動諸室の空間構成 

3.1 教育普及活動諸室の構成比率 

 教育普及活動諸室の構成を建設年順にみると，

新しくなるにつれ，公開制作室などの機能の細

分化がみられる。また，1985年から⑤ギャラリ
ーが設置されている。（図 1） 
 No.9 は駅に近い商業施設に複合する美術館
であり，現代のニーズに対応した施設といえる。

No.10は個人記念館が寄贈され，市立美術館と
なったため，教育普及活動諸室を保有していな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 教育普及活動諸室の構成を規模別, 設置目的
別にみる。②講堂は大規模，小規模事例にみら

れる。③講義室，④創作室は全般的に設置され

ていることがわかる。（図 2） 

表1 調査対象事例の概要 

図1 建設年でみた教育普及活動諸室の構成比 

−日本大学生産工学部第43回学術講演会（2010-12-4）−
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 ⑤ギャラリーを設置している施設は中規模の

4事例にみられる。更に，No.9では企画展示室
を 3ヶ月間のみ市民ギャラリーとして貸出を行
っており，No.2は施設から離れた商業施設に区
民ギャラリーを設置している。また，施設の設

置目的が「生活空間としての施設」である５事

例ともギャラリーの提供をしている。住民の表

現の場があることで，生活に密着した施設とい

える。 
 ⑥図書室は閲覧スペースを確保できるという

ことから，大規模事例にみられる。 
 設置目的が「美術の振興を図る施設」は，２

事例とも管轄が都立である。No.1は改修前の構
成であり，改修後は講義室，アトリエを多目的

室にし，多機能に使える室に変わる。 
 規模が大きい施設は，諸室の種類が 4，5 室
あり，様々な活動に対応できる多機能な施設と

いえる。反対に，規模が小さい施設では，諸室

の種類が 2、3室である。 
3.2 教育普及活動諸室の設置率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 教育普及活動諸室の設置状況をみると，④創

作室が 80％と高く，主目的として構成されてい

る。（図３） 
 ⑦公開制作室は設置率が低いが，②講堂や④

創作室でも公開制作は行われているため，代用

可能ではある。しかし，機能分化したことで，

長い期間で作品の制作過程をみることができ，

アーティストや美術に対してより身近に感じら

れる効果があると考えられる。 
3.3 教育普及活動諸室率 

 延床面積に対する教育普及活動諸室率を図 4

に示す。30000 ㎡以上の大規模施設では，展示

室の面積が広いため，教育普及活動諸室率は

10％以下である。10000 ㎡以下の施設は，10～

40％以下の値を示している。 

 また，企画展示室を2，3カ月間，区民（市民）

ギャラリーとして貸し出している施設が２事例

ある。この際，教育普及活動諸室率が10％以上

あがる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 教育普及活動諸室の利用状況 

4.1 教育普及活動諸室の利用実態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 規模・設置目的別でみた教育普及活動諸室の構成比 

図4 教育普及活動諸室率 

図3 教育普及活動諸室の設置状況 

表2 教育普及活動内容と利用諸室 
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表 2に示した教育普及活動内容をみると，絵
や工芸に関するものだけでなく，ダンスや歌，

手芸など，美術の枠を超えた活動がみられる。

個人の創作に留まらず，地域の人々のコミュニ

ケーションの場となっているといえる。 
 小学生向けや，年配層向けの活動にもわかれ

ているが，世代間交流も大切にし，年齢に関係

なく幅広い層で参加できる日常生活に即したプ

ログラムが考えられている。 
4.2 教育普及活動諸室の利用行為 

 活動諸室の分類ごとに教育普及活動での利用

行為をみる。 
①ロビーはコンサートや，簡易なワークショッ

プが行われている。②講堂は，椅子固定型と椅

子収納型の２タイプにわけられ，固定型では主

に講演会，講座，音楽会，上映会が行われる。

収納型ではその他にワークショップや公開制作

も行われ，更にはダンスや体を動かすワークシ

ョップなど多目的に利用されている。③講義室

では，講座，ワークショップが行われ，講堂よ

り小人数の活動に利用されている。④創作室は

講座やワークショップが行われ，主に水や絵の

具，椅子テーブルなど道具を使用する活動みら

れる。⑤ギャラリーは住民の作品展示，⑥図書

室は個人学習が行われる。⑦公開制作室は，床

や壁など室全体を使い，アーティストが実際に

創作を行う。 
5. 教育普及活動諸室の利用実態からみる計画

的課題 

5.1 開放状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事例を教育普及活動諸室の分類ごとにみると，

a)利用の際に予約の必要としない自由利用の空
間であるオープンスペース，b)展覧会によって
有料・無料が変わる空間，c)教育普及活動のみ
で利用されている空間，d)教育普及活動に使わ

れていないときは貸出している空間，e)貸出の
みで利用できる空間，f)常時施錠，の 6 種類が
あげられる。（表３） 
 a)オープンスペースをみると，No.8は①ロビ
ー，⑥図書室以外に，③講座室で常時ビデオ上

映をしており，利用の自由度が他施設より高い

といえる。 
 ④創作室は１０事例中３事例が貸出を行って

おり，個人またはグループで制作する自由度は

低いといえる。 
 No.3 の④制作室は流し台などの設備は整っ
ているが，施設に倉庫がないため，椅子やイー

ゼル，展覧会の図録が置かれ，常に施錠されて

いる。制作室のかわりに②ホールで全ての活動

を行っている。 
 No.9の活動場所は②音楽室であり，貸し出し
については，合唱やピアノ，社交ダンスなど音

楽に関する団体のみに貸出しており，美術団体

には貸出していない。 
5.2 諸室のフレキシブル性 

 講堂の座席が収納できるものは 4 事例あり，
広い空間として利用できる。 
 No.6の創作室は，普段はガラス張りで外から
中の活動がみることができる。更に展示室とし

ても利用できるよう可動壁が設置されており，

ガラス壁を展示壁で塞ぐことによって，光を遮

断することもできる。また，企画展示室と直接

階段で繋がっているため，多様な動線計画が可

能である。 
 ギャラリーは可動壁によって展示スペースを

自由に構成できる他，2，4団体に分割して貸し
出しているものが 3事例ある。分割して貸し出
すことによって，より多くの住民が発表する機

会がある。企画展示室を区民（市民）ギャラリ

ーとして貸し出すものは 2事例あり，年に 2，3
ヶ月のみの貸出であるが，住民のニーズに対応

したフレキシブルな施設運営であるといえる。 
5.3 空間の設えによる課題 

 教育普及活動諸室に対しての課題を表4にあ
げる。室が狭く別の広い室を利用していること，

倉庫がないこと、動線が混在していること，教

育普及活動諸室が来館者かわかりづらいことが

あげられる。 
 教育普及活動諸室が入口と違う階にあるもの

表3 教育普及活動諸室の開放状況 
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は４事例，入口と同じ階にあるが入口から活動

諸室が確認できない施設は４事例。このことか

ら，諸室の位置がわかりづらくなっているとい

える。反対に，No.6の活動諸室は入口の横に設
置され，来館者が必ず目にすることができる。

しかし，ガラス越しや，活動諸室周辺に結界を

張るなど，完全にオープンにならないようにも

しているため，活動が「みえる」状態の空間構

成を考える必要がある。 
 エスカレータやエレベータの配置により，動

線が長くなることや，有料・無料ゾーンの動線

が混在している事例がある。受付，活動諸室だ

けでなく，展示室や，昇降設備，手洗い場の位

置を考慮した動線計画が重要である。 
 その他，床が汚れないように，水，絵の具，

墨などを使用するときは，ビニールシートまた

は新聞をひいているものは４事例ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 オープンスペースの有効性 

 教育普及活動は予約を必要とするものが多い

が，オープンスペースで自由に参加可能な活動

を行うことにより，更に利用者の向上につなが

ると考える。オープンスペースの有効事例を表

5に示す。 
 オープンスペースで活動している事例は6つ
あげられ，活動内容は主にコンサートや，ワー

クショップの一部で利用されている。 
 更に，有効利用として，単発の活動でなく，

展示に関するビデオを流す事例や，公開制作で

アーティストが創作した作品の展示をし，利用

者の興味を引き立たせる工夫がされている。ま

た，図書室を設置していない施設では，オープ

ンスペースに図書コーナーを設けている事例も

みられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 他施設との連携 

 講座や講演会など，大人数での活動を行うた

めに，近隣の施設を借りる事例が 4つあげられ
る。No.４では，複合施設の図書館の視聴覚室
を借りている。 
6. まとめ 

１）教育普及活動は多岐にわたり，室も多目的

に利用されるため，室のフレキシブル性も求め

られる。 
２）教育普及活動諸室は，受付や，展示室，昇

降設備，手洗い場の位置を考慮した動線計画，

活動が「みえる」状態の空間構成を考える必要

がある。 
３）オープンスペースでの活動は利用者向上に

つながり，イベント利用以外にも，日常利用で

興味を引き立たせる工夫が必要である。 
 

 

注 

注 1) 全国美術館編著 「全国美術館ガイド」 美術出版社 

2006年 12月 
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